
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北海道 日高町 

水稲 
施設野菜（軟白ネギ・アスパラ 
・ミニトマト・トマト・イチゴ・ピーマン） 
酪農 
肉用牛 
軽種馬 
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・就農相談 
日高町農業振興対策協議会へ問い合わせ 
就農相談会での相談対応 

・受入承認結果の通知 
選考結果を本人に通知 

・研修希望申込書の提出 
申込書に必要事項を記入し協議会へ提出 

・農家研修 
先進的農家で概ね２～３年間の実践的な研修 
☆経営継承事業によるマッチング 
※期間中に青年等就農計画による認定新規就農者への認定 

【ご相談・お問い合わせ先】 
★ 日高町農業振興対策協議会 ★（日高町役場産業課内） 

〒059-2192 沙流郡日高町門別本町２１０番地の１ 

TEL 01456-2-6185   FAX 01456-2-6191  URL：http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/ 

 

★ 公益財団法人 北海道農業公社 担い手支援部 ★ 

〒060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目 1-23 

TEL 011-271-2255   FAX 011-271-3776  URL：http://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/ 

 

＜研修中の支援＞ 

事業・対象経費 年齢要件 補助率・金額 備考 

研修手当 

50 歳未満 

月額５万円 ３年以内 

家賃補助 １／２（２万円限度） ３年以内 

研修機関受講補助 年額６万円 ３年以内 

就農準備資金（国） 

（農業次世代人材投資事業） 
年額１５０万円 最長２年間 

 

＜経営開始後の支援＞ 

事業・対象経費 年齢要件 補助率・金額 備考 

農地取得等経費 
18～50 歳未満 1/2（５00 万円限度） 

３年以内 
50 歳以上 1/2（３00 万円限度） 

経営開始資金（国）  

（農業次世代人材投資事業） 
50 歳未満 

年額１５０万円  

（夫婦は 1.5 倍） 

最長３年間 

ただし所得制限あり 

 

・面 談（必須） 
来町のうえ、協議会との希望営農形態や
事前体験実習などについて面談 


